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北九州市長
認証 特定非営利活動法人九州くらしサポート

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュウシュウクラシサポート

今泉　茂
北九州市八幡西区上上津
役二丁目11番7-302号

北九州市八幡西区

この法人は、高齢者並びに女性を始めとする地域住民に
対して法律知識向上、法的サービスの普及のために無料
の相談会や勉強会を行い、法律や社会生活に必要な情
報を利用しやすい環境をつくることで地域住民の円滑な社
会生活、社会福祉の推進に寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
２．社会教育の推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
４．男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
５．情報化社会の発展を図る活動 
６．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
７．消費者の保護を図る活動 
８．前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又
は指定都市の条例で定める活動

１．定期的無料法律相談会に関する事業 
２．無料法務手続き講習会に関する事業 
３．高齢者の見守り、終活サポートに関する事業 
４．専門家の無料紹介サービスに関する事業 
５．その他目的を達成するために必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/5/29 2013/9/26 2013/10/2 12月31日 認証済み

福岡市長
認証 ＮＰＯ法人福岡建築ファウンデーション

エヌピーオーホウジンフクオカケ
ンチクファウンデーション

松岡　恭子
福岡市中央区大名２丁目
11番19号　第一赤坂門ビ
ル２F

福岡市中央区

この法人は建築や都市デザインの魅力を一般市民に広
める事業をとおして，建築が市民の共有資産であることを
浸透させ，まちづくりの礎の一端として，豊かな建築文化
を培う文化基盤づくりに寄与することを目的とする。 

１．社会教育の推進を図る活動 

２．まちづくりの推進を図る活動 
３．観光の振興を図る活動 
４．学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 
５．情報化社会の発展を図る活動 
６．経済活動の活性化を図る活動 
７．前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関
する連絡，助言又は援助の活動 
８．前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又
は指定都市の条例で定める活動

１．建築，街づくり，その他デザイン全般に関わる紹介活

動 
２．建築，街づくり，その他デザイン全般に関わる情報提
供 
３．建築，街づくり，その他デザイン全般に関わる情報の
収集，整理等の活動 
４．上記事業に必要なソフトウェア等のツール開発 
５．デザイン全般に関わる教育研修活動 
６．その他，第３条の目的に資する事業 
 

１．広告事業 
２．物品販売 
３．第３条の目的以外の受託・支援事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/7/3 2012/10/15 2012/10/25 2月28日 認証済み

福岡市長
認証

特定非営利活動法人マミーズサミット・全国
ネット

トクテイヒエイリカツドウホウジン
マミーズサミットゼンコクネット

濱砂　圭子
福岡市中央区舞鶴１丁目
３番14号

福岡市中央区

この法人は，子ども・子育て及び女性に関わる人・団体を

対象に，子育てを起点とした諸問題解決及び女性の生き
方についての研究・提言・支援等に関する事業を行い，社
会の発展に寄与することを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動 
２．男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．保健，医療又は福祉の増進を図る活動 
５．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
６．社会教育の推進を図る活動 
７．学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動 
８．環境の保全を図る活動 
９．災害救援活動 

１０．地域安全活動 
１１．人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
１２．国際協力の活動 
１３．情報化社会の発展を図る活動 
１４．経済活動の活性化を図る活動 
１５．観光の振興を図る活動 
１６．消費者の保護を図る活動 
１７．前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡，助言又は援助の活動 
１８．前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又
は指定都市の条例で定める活動

１．研究会・講演会等の開催 
２．情報の収集及び提供 

３．調査及び研究，相談，啓発活動，政策提言 
４．人材育成 
５．会員の活動の援助・育成 
６．その他，この法人の目的を達成するために必要とする
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/7/2 2012/10/11 2012/10/17 9月30日 認証済み

福岡市長
認証 特定非営利活動法人九州情報動画放送

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュウシュウジョウホウドウガホ
ウソウ

市倉　建介
福岡市南区長丘１丁目１９
番２０号

福岡市南区

　この法人は，インターネット端末（パソコン・携帯端末等）
を持つ広域（日本国内及び，世界各国）の人たち住民に対
し地域の情報・交流・イベント等を動画等に制作し，イン
ターネット上で配信し，また，その地域の情報動画等の
ポータルを目的とする事業運営を行い，住民相互の交流
推進及び，九州の持続可能なまちづくり，観光誘致，まち
（商店街）活性，歴史遺産の保存，児童・学童・生徒の育
成，文化・芸術・教育の推進，地方公共団体及びＮＰＯ法
人・ボランティア団体等の事業や活動，取り組み等を動画
等により広報の支援と受益者の利益に寄与することを目
的とする。

１．保健，医療又は福祉の増進を図る活動 
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．観光の振興を図る活動 
５．農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
６．学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
７．環境の保全を図る活動 

８．災害救援活動 
９．地域安全活動 
１０．人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
１１．国際協力の活動 
１２．男女共同参画社会の形成の提進を図る活動  
１３．子どもの健全育成を図る活動 
１４．稽報化社会の発展を図る活動 
１５．科学技術の振興を図る活動 
１６．経済活動の活性化を図る活動 
１７．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活
動  
１８．消費者の保護を図る活動 
１９．前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡，助言又は援助の活動 
２０．前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又
は指定都市の条例 
     で定める活動 

１．動画・ＤＶＤ・映像・画録制作及び配信事業 
２．広告チラシ・冊子等の制作及び配信事業 
３．第4 条に関する情報配信及び動画制作事業 
４．第4 条に関するイベント企画・運営・協力事業 
５．動画及び情報発信のポータルサイト運営事業 
６．その他目的を達成するために必要な事業 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/5/21 2012/9/10 2012/10/1 3月31日 認証済み


